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平成２５年（厚）第１１９２号

平成２６年５月３０日

主文

本件審査請求を棄却する。

理由

第１　審査請求の趣旨

審査請求人（以下「請求人」という。）

の審査請求の趣旨は、後記第２の２記載の

原処分の取消しを求めるということであ

る。

第２　審査請求の経過

１　請求人は、名称をａ社とする事業所（以

下「本件事業所」という。）の事業主で

あり、本件事業所は、○○○厚生年金基

金（以下「保険者基金」という。）の設

立事業所である。

２　保険者基金は、請求人に対し、平成○

年○月○日付で、平成○年１２月分掛金

として○○○万○○○○円の納入告知

（以下 ｢原処分Ａ ｣という。）を、同○年

１月分掛金として○○万○○○○円の納

入告知（以下「原処分Ｂ」という。）を、

同年２月分掛金として○○万○○○○円

の納入告知（以下 ｢原処分Ｃ ｣という。）

を、同年４月分掛金として○万○○○○

円の納入告知（以下｢原処分Ｄ｣という。）

を、同年５月分掛金として○万○○○○

円の納入告知（以下｢原処分Ｅ｣という。）

を、同年６月分掛金として○万○○○○

円の納入告知（以下｢原処分Ｆ｣という。）

を、同年７月分掛金として○万○○○○

円の納入告知（以下「原処分Ｇ」とい

う。）を、及び同年８月分掛金として○

万○○○○円の納入告知（以下「原処分

Ｈ」といい、原処分Ａないし原処分Ｈを

併せて「原処分」という。）をそれぞれ行っ

た。

３　請求人は、原処分を不服とし、当審査

会に対し、審査請求をした。

その不服の理由は、以下のとおりであ

る。

ア　○○○基金が請求した掛金は一部

を除き平成○年○月に社会保険審査

会の裁決（事件番号平成２２年（厚）

第９２２号）によって既に取消され

た案件である。

イ　前回の審査会で変わらないとされ

た個人の掛金の計算が今回また変

わった。

ウ　前回は請求額の明細を要求すると

後から手計算するとの事だった。

明細をもらうのに数カ月要し、又、

請求書と明細の中身は不合理な数字

合わせだった（手続き済の加入員の

二重請求もあった）

エ　今回の請求内容にも虚偽の内容が

記載されている。（精査中）

キ　掛金増減計算書が今迄必ず付いて

いたのに今回は付いていない。

過去の増減計算書にも誤りが多々

見られる。（精査中）

オ　前回も精査するのに膨大な時間が

掛かり、３年近く経ち請求が来て

１２日以内に支払わなければ延滞金

が掛かるとされても過去の書類は紛

失等により突合は難しい。

カ　社会保険審査会の裁決の結果、当

社との突合は無理との判断を頂いた

が ､その後も基金からの突合要請を

何度も受けた。

ク　厚生年金番号で生存確認出来ると

過去に基金の常務理事に説明された

が ､去年から両親の基金年金は生存

確認用紙が年３度以上来て提出し忘

れると即基金年金が止められ（以下

記載なし。）　

（注：アからクまでの順は原文のまま）。

第３　問題点

１　厚生年金保険法（以下「厚年法」とい

う。）第１３８条第１項は、「基金は、基

金が支給する年金たる給付及び一時金た

る給付に関する事業に要する費用に充て

るため、掛金を徴収する。ただし、政令

で定める場合にあっては、この限りでな

い。」と規定し、同条第２項は、「掛金（略）

は、老齢年金給付の額の計算の基礎と

なる各月につき、徴収するものとする。」
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と規定している。

２　本件の問題点は、保険者基金が上記１

の規定を適用してした納入告知（原処分）

が妥当であるか否かという点である。

第４　当審査会の判断

１　一件記録によれば、次の事実を認定す

ることができる。

（1）　保険者基金は、平成○年○月○日

付で、請求人に対し、｢納入告知書の

送付について ｣と題する書面を送付し

ているところ、その一部を摘記すると

以下のとおりである。

平成○年○月○日社審発○○○○

号による社会保険審査会の裁決結果を

受け、平成○年○月、平成○年○月及

び平成○年○月の納入告知につきまし

ては、平成○年○月○日付○○基第○

○号により取り消ししております。

その後、再度の債権の調査確認並び

に調査決定を行いました。加入員記録

の突合及び掛金算出結果の突合につい

ては、貴事業所の協力が全く得られな

かったことから、加入員ご本人に確認

するなどして掛金を確定しました。（中

略）

なお、加入員記録、掛金の算出に

つきましては、何度も点検確認を行っ

ておりますので ､事務処理誤り（計算

誤りなど）はないと確信しております

が、万が一相違することがありました

ら、お手数ですが「何月分の誰の記録

又は誰の掛金が相違している。」かを

お知らせ下さい。相違が判明した場合

は、「納入告知額更正増（減）通知書」

により対応いたします。

（2）　保険者基金は ､原処分Ａについて、

①平成○年○月までの掛金○○○万

○○○○円、及び②平成○年○月当月

のみの掛金○○万○○○○円（平成○

年○月○日に届出された平成○年○月

○日支給のＡに係る賞与支払届に係

る掛金分を含む。）の合計額であると

し、その算出基礎資料として、①につ

いては「基金加入員記録と社会保険被

保険者記録の不突合者に係る掛金随時

増（減）計算表」１４枚を、②につい

ては、「平成○年１２月分掛金算出表」

１枚を提出した。

（3）　保険者基金は ､ 算出基礎資料とし

て、原処分Ｂについては「平成○年１

月分掛金算出表」を、原処分Ｃについ

ては「平成○年２月分掛金算出表」を、

原処分Ｄについては「平成○年４月分

掛金算出表」を、原処分Ｅについては

「平成○年５月分掛金算出表」を、原

処分Ｆについては「平成○年６月分掛

金算出表」を、原処分Ｇについては「平

成○年７月分掛金算出表」を、原処分

Ｈについては「平成○年８月分掛金算

出表」を、それぞれ１枚ずつ提出した。

「平成○年５月分掛金算出表」によ

れば、平成○年○月○日を喪失日とし

て、Ｂ及びＣ以外の２５名の加入員の

加入員資格が喪失された（届出は平成

○年○月○日）ため、加入員は上記２

名のみとなり、原処分Ｅないし原処分

Ｈの納入告知額は、いずれも２名を対

象に計算されている。

（4）　保険者基金提出の資料によれば、

Ｃは平成○年○月○日付で加入員資格

を喪失（届出は平成○年○月○日）し、

Ｂは、平成○年○月○日付で７０歳到

達のため加入員資格を喪失（届出は平

成○年○月○日）したため、平成○年

９月以降の掛金は発生しないことにな

る。

２　以上の認定事実に基づいて、本件の問

題点について検討し、判断する。

（1）　厚年法第１３８条第１項は、「基金

は、基金が支給する年金たる給付及び

一時金たる給付に関する事業に要す

る費用に充てるため、掛金を徴収す

る。」と規定しているところ、保険者

基金も基金規約において、その旨規定

しているところであるが、本件は、当

審査会が平成○年○月○日にした平成

２２年（厚）第９２２号、平成２３

年（厚）第７７２号、平成２３年（厚）

第７８２号事件についてした裁決（以

下 ｢ 前回裁決 ｣ という。）において、
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平成○年１２月分、同○年１月分及び

同年２月分掛金（以下「前回３か月

分」という。）の納入告知処分を取り

消したことを承け、保険者基金が前回

裁決に示された判断を受け入れ、これ

に従ってそれらを再計算した上で、前

回３か月分に加えて平成○年４月分な

いし同年８月分掛金を併せて原処分を

行ったという事案である。

（2）　今回、請求人は、上記第２の３の

とおり主張し、諸資料を提出している

のであるが、当該資料によっても、原

処分の相当性に合理的な疑問が残ると

まではいえないのであって、保険者基

金が、上記１の (1) でいう「再度の債

権の調査確認並びに調査決定を行いま

した。加入員記録の突合及び掛金算出

結果の突合については、貴事業所の協

力が全く得られなかった」状況のなか

で原処分を行ったことを考慮すると、

請求人の主張をそのまま認めることは

できないといわざるを得ない。

（3）　以上の認定及び判断の結果による

と、請求人の本件審査請求は理由がな

いから、これを棄却することとして、

主文のとおり裁決する。
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